
 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事始め式での市長訓示をオンラインで行います 

 

 

年末年始における職員の年次有給休暇の取得促進を図るため、仕事始め式を１月４

日から１月６日に変更するとともに、会場に職員を集めて実施する方式ではなく、市

長訓示を職員を対象としてオンラインで配信する方式としました。また、昨年と同様、

年末の仕事納め式は行わないこととしました。 

 

記 

 

〇内容及び目的 

 国等から年末年始の休日に加え、その前後でまとまった休暇を取得するよう奨励が

あったことを受け、職員が年次有給休暇を取得しやすくなるよう、例年、仕事始めの

日となる１月４日に開催していた仕事始め式や定例連絡会議を１月６日に変更しま

した。 

 また、式へ出席するための職員の離席をなくし、出先施設などから本庁への移動時

間を省くことで業務の効率化が図られることや、新型コロナウイルス感染症対策にも

つながることから、仕事始め式を会場に職員を集めて実施する方式ではなく、市長訓

示をＷＥＢ配信する方式としました。 

これにより、１２月２８日、１月４日・５日については、各職場の状況に応じて、

計画的に年次有給休暇を取得するよう職員に周知しています。 

なお、昨年度に、働き方改革の一環として、仕事納め式を廃止しています。 
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